
戦 前 の 中 学 校 に お け る作 業 科

- その設置をめぐる経過 と作業料の実践の展開に関する研究ノー ト-

横 山 悦 生

(1)

戦前の中学校に作業料とい う教科が登場してくるのは,1931年の中学校令施行規則の改1E(以

下'31年改革と省略 )以降である｡ この '31年改革は, これによって作業料と公民科が新たな教科と

して登場し,中学校上級学年が第一種 と第二種課程に分化され,基本科目と増課科目とが設けられ,

原則として生徒による学科目の選択が可能になるとい う,戦前の中学校の歴史においてかつてない

大改革であったO この '31年改革によって中学校がどのように変化したのかについては.教育学研

究における中等教育研究の遅れとかかわって,研究が きわめて少なくその実態がほとんど明らかに

はされていないように患われる｡

世界的な視野で見た場合,19世紀末から20世紀初めにかけての中等教育改革の主要課題は,

①中等教育の大衆化 ②そのために中等教育の内容を実際化することにあったと考えられる｡日本

の中学校教育は,1899年の中学校令改正によってその目的が ｢高等普通教育 ｣に一元化され, そ

の後上級学校への進学準備一辺倒の教育が伝統となってきたところでの改革であるがゆえに,大き

な困難に直面した｡'31年改革はこれを学科課程の改革により｢教育の実際化 ｣を押し進めようと

したとみることができ,それを中心的に担ったのが, この改革で新たに登場してくる作業料,公民

料,実業科であった｡(注1)

このような観点か ら作業料を考察していくのが太研究の目的であるが, この研究ノートでは,そ

のための予備作隻として,作業料の設置をめぐる経過と作業料の実践の展開状況について素描する｡

なお,今後の研究のために作業料の実践記録を中心に,作業料の実践を掲載している雑誌とその

題目を巻末に入れておく｡

(2)

作業料が登場して くる背景,経過をみてい くにあたって,まず先行研究に触れてお く｡職後,作

業料が姿を消した段階で, これを研究の対象として先鞭をつけたのは,矢野敏雄｢中学校の作業料｣

(『産業技術教育講座』第一巻 1958年 )である｡1931年の中学校令改正によって,公民科という

教科が新設されたが,矢野は,作業料がこの公民科とともに設置されたことを重視し,当時の文部

省が開催した作業料講習会においてその講師 (阿部七五三吉 )が修身科独立の必要づけの例か ら,
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作業料設置の理由を説明したことをもって,(注2) 作業料 と公民科が ｢論理的基盤の同一性の上に

たつ発走削こEi:っていることは明 らかである｣としている｡さらに,講師の説明を引用 して,(注3)

｢公民科 と作業料が･当時の世相 ･社会事情か ら目をそらせるに役 だてる手段であったし･国家主

義教育の構想にもとづ くその具体的なあ らわれ ｣という評価を与えているoまた･1931年 1月20

日の文部省訓令 (後述 )か ら･｢作業料には･学生生徒の F思想善導』的な意味 も含まれていた｡

『勤労愛好｡ の精神をつちか うために･いわば修身科や公民科で教 えられた車が らを｢具体的に身

体をもって実践す る教科 とすることにあった ｣としている｡ このように矢野は,作業料が公民科と

ともに導入 されてきたことを重視 し,当時の資本主義の危機的状況をの りこえる-方術 として,

｢思想善導 ｣のための勤労愛好精神の廃義に作業料のね らいがあったと見ているのである｡原正敏

ち,1931年 1月20日の文部省訓令 (｢園芸,工作,其ノ他 ノ作業 ヲ課シ勤労 ヲ尚 ビ之ヲ愛好スル

ノ習慣 ヲ養 ヒ且日常生活上有用ナル知能 ヲ与フルコ トトナセ リ蓋シ勤労 ノ尊重スベキハ親近 ノ世態

二照 シ学生.生徒ノ気風二顧 ミ特二之ガ必要 ヲ認ムル所ナリ是 レ作業料 ヲ以テ基本科 目トナシ将来

ノ職業如何こ拘 ラズ総テノ生徒二必修セシムルコトトナシタル所以ナリ｣(1))を引用 して,｢この

教科の最大のね らいが 『勤労愛好精神』 の面養 と 『思樋善導EIにあったことは明 らかである｣とし

ている｡ (原正敏① ｢旧制中学における作業料- その技術教育的側面の検討- ｣『科学史研究｡

dn66,1963年 ② ｢ F勤労にかかわる体験的学習』 の歴史的検討 ｣ 『日本産業教育学会研究

紀要』 第 8号 1977年 9月 )

(3)

1931年の 1月10日の中学校令施行規則改正を準備 したのは,1927年 12月22日に文部省内に

設置された中学教育調査委員会であった｡ この報告書 (1928年 9月11日 )に,作業料の原案が,

｢実科 ｣とい う名称で出されている｡ (｢実科 ｣は第一学年か ら第五学年 まで2時間ずっ合計10

時間配当されているC ｢実科ハ園芸,手工其 ノ他 ノ作業二依 り勤労ノ習慣 ヲ養フヲ主 トスルコト但

シ農業又ハ二仁業 ヲ選択 シタル生徒ニハ其ノ学科 目ノ内容二依 り実科 ヲ欠クコ トヲ得ルコト｣(2)と説

咽 されている｡)

この中学教育調査委員会に関す る審議記録は保存 されていないので,(注4) この ｢実科 ｣が誰に

よって提案 されたのかは不明である｡ただ.小委員会が設け られ,原案が作成 され, その原 案に

ょって,1L928年 3月2日か ら1928年 9月11日まで全体会議が開かれたとされてお り.(注5)その

小委員会のメンバーは,阿部電孝 ,清水由松 (麻布中学校長 ),森岡常蔵 (文部省督学官 ),佐藤

礼吉 (同 ),熊木捨治 (同 )であったo原正敏 も, この五人の名前をあげているが,｢ 『実科』

『作業料』 の構組が誰れのイニシャで如何なる経緯を-てまとめ られたかについては詳 らかではな

い ｣と述べている｡ (原正敏(勤の文献 )
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確かに｢誰れのイニシャ｣であるのかという間題を解明することも必要であるが,当時.中学校

教育に対してどうい う要求が出されていたのかを検討することがより重要な問題であろう｡

(4)

では,当時の実業教育関係者か ら,いかなる要求が出されていたであろうか｡

1927年 10月号の 『工政』 に,東京府立化学工業学校長であった宇野三郎が｢工業教育に関する

私見｣とい う論文を寄せているが,その中で工業教育の制度問題を論 じて｢先ず中等教育を改善せ

よ｣という主張を述べている｡

｢現今我国に於て,小学校を除けば,圧倒的絶対多数を占むるものは中学校である｡国民全体が

共同に責任を感 じなければならない産業振興筆に向って, この多数の中学校卒業者が どれほどの貢

献をしてゐるであらうか0--･･実生活に即 した教育を施すところに中学教育の重大な使余があるの

ではあるまいか｡如何なる学問でも,それが空理空論では所謂死んだ学閥である｡中学教育が須要

なる普通教育である以上は,仮令それが智的探究の場合であっても,立脚点を忘却してはならぬ｡智

誠の軽視は何れの教育にも禁物であるが,智識そのものが中学教育の主目的ではない｡目的とする

所は飽くまでも実生活に須要な智識の活用的方面,即ち常識の働きでなくてはならぬ｡然るに今 日

の中学教育の実際及び其の結果はどうであるか,吾人の見な以てすれば,道徳教育に欠陥の誹があ

るばか りではなく,爾余一切の教育に於て甚しく遺憾の点が少 くない｡極端に言へば今 日の中学教

育は高等学校の予備校であり,其教育は専門学校の受験準備教育であるかの如 き奇観を呈し,上級

学校が提出する入学試験問題の解答を目榛としたる偏頗な姑息な無理な教育が殆んど五ヶ年を通 じ

て行はれて居 りはしないか｡｣(3)

このように中学校教育の現状が上級学校の予備教育化し,実生活か らかけ離れていることを問題

とした後,その改善方策として,｢中等教育の地方化 ｣を提起している｡

｢抑々教育制度に於て吾人の理旗とする所は三階級制である｡白く初等教育令,中等教育令,高

等教育令が定である｡そして定を縦横自在に連繋せしめて統一しまうといふのである0第二に,内

容の改善によって中等教育の地方化を企図し,次で専門教育との連絡を自由ならしめたらどうであ

らうか｡即ち,中等教育に於る学科課程,修業年限等の規定は能ふる限 り大綱に止めて画一制なら

ざることを通則とし,土地の状況に応 じて選択自由の権を与へ,其の名称の如 きも教育の実質に応

じてその内容に適はしめたい｡例-ば普通中学校,工業中学校,女子中学校,商業中学校,農林中

学校,女子職業中学校 といふが如 く任意に適宜の名称有用ひさせればよい｡然して農村に於ては農

業に関する教科を加味した中学校や農業太位の中学校を,商工業地域にあっては商工を加味し若く

は之を専門とする中学校を適宜に其の地方の事情に応 じて建設せしめることにしたならば,総ての

中等教育は始めて実際的生魚の光を点ぜらるるのではあるまいか｡｣(4)
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以上にみてきたような｢中等教育の地方化 ｣とい う要求は,中等教育の一元化構粗 く工業学校や

農業学校や商業学校や高等女学校を中学校 と同資格 とする)の制度をうちたて･中学校の教育内容

に｢土地の状況に応 じて ｣実業科目を導入することによって｢教育の実際化 ｣をはかるものと考え

ることができよう｡

(5)

一方,農業教育研究会は'文部省が中学教育調査委員会を設置したのに対応して,｢中等教育の

実際化問題を調査せん ｣(5)という目的で中等農業教育調査会を設置したo この第-回絵会 (1928

年4月19日)では･←雑談的に意見の交換を行った｣(注6)が,その後 第二回総会 (同年 5月1

日)を開催し,｢種々の論議の結果十名の特別委員をあげて具体案の作成を行ふ｣(6)ことになり,

特別委員会で中学教育改善の方第及び中学校における実業科の教授要目についての具体案を作成し

たO この特別委員会での議論の状況は,次のようなものであったO (注7)

① ｢中学校のコース二分問題 ｣については,｢準備教育の部門に蛸集し,其の結果は従来と向

等異なる処なく改善の実をあげ得ないであろう｣としている｡

② ｢職業の電要なる意義を了得せしめて, これを尊重するの精神を養ひ,生活に於ける労務を

喜ぶの風を助長せねはならぬ ｣ようにするため｢全学校の根太方針を,全学校の空気を,教師の頭

を攻めると共に全学科の内容及び教授に刷新改善を加えねはな らぬこと勿論であるが,主として其

れを任とする学科 として即ち中心教科 として実業を全生徒に課する｣とい う趣旨で｢実業科の必修

化｣をうら出している｡

(勤 中学校の実業科の内容は,1. 中学校の生徒は将来の方向極めて雑多である, 2.設備の

問題か ら考えて,-｢設備に経費/少く.して足る､,又上級学校に進むに好都合なる商が大多数を占むる｣

危険性がある,とい う理由か ら,まIIこ｢中学校の実業科は実業に関する理解を与へ,生活の本源を

理解させ,之が体験によって人格を陶冶するにある｣という理由か ら｢不分割のもとに,即ち農工

商等の実業を綜合融和 して課すべき｣としている｡また,それゆえ,実業科は｢実業に関連して作

業を課せねばな らぬ,むしろ作業を中心として実業科を授 くることが出来れば最もよいではないか｣

としている｡ この作業については,｢従来実業科に於ては実習なる名称春用ひたのであるが,こ こ

にいふ作業はそれと梢々範囲を異にし,農事工作及び日常の生活に関係ある各種の作業的事項を包

含するものである｡而して之は実業科の時間中のみならず時間外に於ても必要に応じ,又教育上利

用し得べき機会ある毎に行ひ,実業科必修の趣旨徹底上最も重視して之を活用しなければならぬ｣

と説明している｡

こうした方向で中学教育改善要旨と中学校実業科教授要綱がまとめられ｢中学教育改善に関する

意見 ｣として, 『農業教育』 1928年 8月号に発表された｡以下にその全文を示してお く｡
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中学教育改善に関す る意見

中学教育は高等普通教育なるを以て地方の事情に順応して適切に之を施すこと肝要なり,然るに

学科目は画一に失し施設の全般殆んど裁量按排の余地なく,加ふるに上級の諸学校之を以て入学の

準縄と為すあり相依 り相侯って知識偏重の教育たらしめ全 く高等教育の準備機関たるに至れ り,延

いて累を実業教育に及ぼし小学教育 も亦之に牽制せられて未来の目的を達成するに遺憾少か らざる

ものあり｡故に中学教育の刷新は実に刻下の要務なりと経も,之を予備教育と完成教育とに区分す

るが如きは,益々進学者を予備門に誘致するの結果を招来し,決して高等普通教育の実を挙 ぐる所

以にあらず｡

惟ふに中学教育の弊は所謂学校教育を万能視して職業を閑却し生活を尊重せざるに在 り,此の宿

弊を矯め畠に完成教育たるの本旨を完 うせしむるには,少 くも教育の内容を別記要旨に依 りて改善

するを緊要 とす｡

中学教育改善要 旨

一,実業を必修学科目と為すこと｡

完成教育たるの実を挙 ぐるには生活の表現たり具休たる実業を了得せしめ,職業を尊重し勤労

を好愛するの精神を養ひ,以て人格の陶冶に資するを緊要とす｡

二､実業は農工商等の区分に杓はらず綜合的に之を課すること｡

実業学校に於ては農業,工業,商業等に分科して授 くるを必要 とすと経も,中学校に於ては生

徒の進路一定せざるを以て農工商等の実業を前項の趣旨に則とり綜合融和して課するを適切と

す (別紙教授要綱参照 )

三､実業は各学年を通じて毎週二時之を課すること｡

四､実業は力めて作業を中心として之を課すること｡

作業は農事,工作,記録,調査,酒掃整頓等日常一般の労務操作と為し,規定の教授時間外に

も必要に応じて随時之を課するものとす｡

農事,工作等の際は之に関する学理及方法を授け実業の教授を稗補するを肝要とす｡

附 帯 事 項

本案の趣旨を徹底せしむるには下記各項を実施するの要あり｡

一､学科目の改廃を行ひ教授要旨及要目を改訂すること｡

二､実業及作業を課するに必要なる設備を完備すること｡但し学校全体を作業場又は実習地と看倣

すべきこと｡

三､実業を担任する教員を充実すること｡
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中学教育改善に関する意見

中学教育は高等普通教育なるを以て地方の事情に順応して適切に之を施すこと肝要なり,然 るに

学科目は画一に失 し施設の全般殆んど裁量按排の余地なく,加ふるに上級の諸学校之を以て入学の

準縄 と為すあり相依 り相侯って知識偏重の教育たらしめ全 く高等教育の準備機関たるに至れ り,延

いて累を実業教育に及ぼし小学教育 も亦之に牽制せ られて本来の目的を達成するに遺憾少からざる

ものあり｡故に中学教育の刷新は実に刻下の要務なりと経も,之を予備教育と完成教育とに区分す

るが如きは,益々進学者を予備門に誘致するの結果を招来し,決して高等普通教育の実を挙 ぐる所

以にあらず｡

惟ふに中学教育の弊は所謂学校教育を万能視して職業を閑却 し生活を尊重せざるに在 り,此の宿

弊を矯め真に完成教育たるの本旨を完 うせしむるには,少 くも教育の内容を別記要旨に依 りて改善

するを緊要 とすO

中学教育改善要 旨

一､実業を必修学科目と為すこと｡

完成教育たるの実を挙 ぐるには生活の表現たり具体たる実業を了得せしめ,職業を尊重し勤労

を好愛するの精神を養ひ.以て人格の陶冶に資するを緊要とす｡

二､実業は農工商等の区分に杓はらず綜合的に之を課すること｡

実業学校に於ては農業,工業,商業等に分科して授 くるを必要 とすと経も,中学校に於ては生

徒の進路一定せざるを以て農工商等の実業を前項の趣旨にRrJとり綜合融和して課するを適切と

す (別紙教授要綱参照 )

三､実業は各学年を通 じて毎週二時之を課すること｡

四,実業は力めて作業を中心 として之を課すること｡

作業は農事,工作,記録,調査,酒掃整頓等 日常 一般の労務操作と為し.規定の教授時間外に

も必要に応じて随時之を課するものとす｡

農事,工作等の際は之に関する学理及方法を授け実業の教授を稗補するを肝要とす｡

附 帯 事 項

太秦の趣旨を徹底せしむるには下記各項を実施するの要あり｡

-､学科目の改廃を行ひ教授要旨及要目を改訂すること｡

二､実業及作業を課するに必要なる設備を完備すること｡但し学校全体を作業場又は実習地 と看倣

すべきこと｡

三､実業を担任する教員を充実すること｡
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中学校実業教嶺要綱

一､太要綱は次の趣旨に基 きて編成 したるものなりO

ィ､中学校の実業は人類の生活を了得せしめ職業を尊重し勤勉力行の風を養ふを以て要旨とす｡

ロ､中学校は学科目多岐にして統括を欠 く･実業に依 りて之を生活に綜合せしむるを必要とす｡

二､各学年にE.ま下の方針を以て配当したり0

第一学年 食物･衣服･住居等日常生活に関する普通の知執心得を授け一家の生計より職業に及

び人生に於ける職業の意義を知 らしむ｡

第二学年 自然界に於ける生活より植物 と作物7動物 と家畜 との関係を説き栽培飼養の必要方法

を授け農業の意義を知 らしむ｡

第二学年 農産物の製造加工より工業品の種臥 建築の発達を説 き･自然物及自然力の利用を授

け人生と工業との関係を知 らしむ｡

第四学年 農工業に於ける機械の地位より企業の変遷種類を説き需要供給より金融,商品,貿易,

交通の発達を授け農工業と商業 との関係を知らしむ｡

第五学年 実業と国家との関係より我国の実業及助成機関に及び実業は生物の進化,人類の努力

に依 り更に向上進展するものなるを説き文化の構成伝達を基として文化発達に於ける実業の地

位を授け実業の太領は社会国家の完成に在ることを知 らしむ｡

三､作業及見学は土地の情況に依 り自ら異なるを以て種類場所等を例示するに止めたりO
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中 学 校 実 業 教 授 要 綱

学 兄 裏 作 業 実
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(6)

以上にみてきた実業教育界の要求 (注8)が･1928年9月11日の中学教育調査委員会の報告翫

そのまま反映 したものでないことは･第一部 (｢主 トシテ実際的教養ヲ欲スル者二便ニシ ｣)と窮

二部 (｢主 トシテ一般的教養 ヲ受ケントスル者ノ要求二応ゼントス ｣)とい う二つのコース制を導

入 したことか らも明 らかであるo この間題での経過について以下に示 しておくo先に述べたように,

中学教育調査委員会において原案が作成されたのは･1928年3月5日であったが,その後の3月30

日か ら｢農林学校 と工業学校方面か ら委員二名を選ぶこととな り｣(注9)東京府立化学工業学校長の

宇野三郎が参加 したようである.そしてその審議の経過について宇野三郎は次のように述べている｡

｢--･中途か らあの委員に加ったのでありますが,私があの委員会に出ました時は二種になって

お りました｡之に就て私は非常に不満で,やはり薯渓会の方で御決議になりましたやうに-太で行っ

てB-ひたい,其内から秀才或は余裕のある所の者はアカデミック･コースに進む.どうも高等普通教育

に於て,同一の学校に而 も同一の資格を以て這入って行 く処の者に,差別的の教育をすることは甚

だ面白くない｡どうしても-太でな くてはいかねといふことを極力説いたのです｡処がどうも小委

貝で案が出来て,既にそれが相当審議されてゐて,私の説に賛成 して くれる成一,二の人を除くの

外は,もうさういふことをいって も駄目だ,是まで進んでゐるのだか ら,さういふ意見は此処で用

ひる訳にいかない,決った案に従って君の意見を出してくれといふことで,私 の案 は葬 られてし

まった｡｣(7)

この宇野の発言か らも,実業教育界の｢教育の実際化 ｣の要求は,中学教育調査委員会において,

アカデ トノクな教育を守ろうとする勢力によって,大 きな抵抗をうけざるなえなかったことがうか

がえる｡

(7)

先に述べたように,中学教育調査委員会は,1928年9月11日に, 進路に応じた二つの課程 (第

一部,第二部 )を編成することを骨子とした報告書を文部省に提出 したo文部省は.これに基づき

中学教育改善案を作成し,9月28日に諮旬 11号として文政審議会に提案 した｡ (このとき第一臥

第二部を第-鍾,第二種に改称 した )ここにおいて,実科が作業料 と名称を改めて登場 してきたの

であっ王｡中学教育調査委員会の報告書では,第一学年か ら第五学年を通 して2時間ずっ と,第三

学年か ら進路に応 じた二つの課程を編成することに対応 した第一部に農業,商業,工業がそれぞれ

5時間 (第3学年 ･第4学年 )5-8時間 (第 5学年 )配当され,｢其ノー科目ヲ選択セシム)I,コ

ト｣とされていた.文部省の諮旬案では作業料は第-学年か ら第五学年の2時間ずっと,第-種で

は,実業科が,3- 5時間 (第 3学年,第4学年 )3-6時間 (第 5学年 )配当され, 実業科は

｢農業,工業,商業等を総合 し又は適宜分合してその内容を定め特に実習作業に重 きを置 くこと｣
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とされたのであったo文部省は,中学教育調査委員会の報告書における実科を作業料 に改称し(注1Q)

農業,商業,工業の方は時間数を減 じ.実業科 として-教科にまとめたのであったが,このような

修正は,中学校の目的規定である｢高等普通教育 ｣の枠内にこれ らの新設教科を入れようとしたも

のであったと思われるOこのことは,その後の文政審議会での議論で明 らかになるoそこでは,作

業料や公民科は ｢高等普通教育 ｣の教科 としての妥当性が問われたのであったQ(荏ll)

こうして文政審議会では,当初の文部省の諮旬案 (これ らの新設教科の導入によって,数学 と外

国語の時間数減が予定されていた )は,アカデ ミックな内容での｢高等普通教育 ｣を擁護する勢力

によって,｢第二種課程の場合,数学 と外国語の教授時数は,最大限時数は現行の時数を下廻 らな

いこと｣という修正をうけ,作業料の教授時数 も第 1学年か ら第2学年までは2時間,その他の学

年は1時間とされたのであった｡

このような経過をふまえて登場 して きた作業料は,学校現場においてどのように展開 されていっ

たのであろうかO(注12)

(8)

作業料は,1931年4月か ら正式に発足 し,5年間の実施猶予期間があったものの,改正 (1931

壁 )と同時に全国各府県の中学校では当初の文部省の予旭を越えた勢いで実施に着手きれたようで

ある｡当時の文部省督学官の倉林源四郎によれば.1931年11月の文部省の調査では,全国の中学

校556校中381校 (約 6割 8分 )で実施 され,1933年11月の文部省の調査では,553校中437校

(約 7割8分 )で実施され,その内訳は,園芸を課している学校 221校,工作を課 している学校

48校,園芸と工作を併せ課している学校 190校,其の他の作業を課している学校 90校であり,(8)

園芸工作を併せ課している学校 も含めると,工作を課 していた学校はかなりの数が存在 していたこ

とがわかる｡

矢野敏雄の研究では,実施猶予期間に作業料の施設設備に関する国庫補助の問題にふれ,とりわ

け,満州事変以後の軍事予算の増大による教育予算の削減によって,昭和9年度 と昭和 10年度の国

庫補助費が削減されたことか ら,｢十分な施設設備による作業料の経営は無理であった ｣(9)として

いる.そこか ら｢工作と園芸の同時学習が軌道にのらず,平行学習が理樋的に望ましいことであっ

ても,事実は園芸を主とするか,工作を主とするかにわかれて しまい,大多数の中学校では園芸作

業に傾斜していった ｣(10)としている｡原 も,1963年の論文 ｢旧制中学における作業料 ｣では,

この矢野の指摘を踏襲 しているが,1978年の論文｢『勤労にかかわる体験的学習』の歴史的検討 ｣

では,文部省の ｢全国公立中学校二関スル諸調査 ｣から表 1を作成 し,｢これまで想像 していた以

上に 『工亀 が実施 されている｣(ll)と述べているQ
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表 1 作業料の実施状況 (学校数 ｡生徒数 )

実 数 百 分 率

園 芸 手 作 園芸及工 作 その他 計 園 芸 工 作 園芸及工 作 その他 計

1931年 160校 21 135 85 401〔339〕85.210 39,9% 5.2 33.7 21,2 100.031,706人 4,033 23,241 26,130 37.2 4.7 27.3 30.7 100.0

1932年 200校 28 162 83 473〔396〕120,398 42.3 5.9 34.2 17.5 100.046,363人 6,882 40,029 27,124 38.5 5.7 33.2 22.5 100.0

1933年 221校 48 190 90 549〔439〕163,046 40.3 8.7 34.6 16,4 100.062,691人 10,536 60,880 28,939 38.4 6.5 37.3 17.7 100.0

1934年 216校 78 237 82 613〔475〕207,600 35.2 12.7 38.7 13.4 100.072β01人 19,155 90,139 27,405 34.8 9.1 43.0 13.1 100.0

1935年 222校 94 308 77 701〔517〕263,641 31.7 13.4 43.9 ll.0 100.078,621人 27,458 128,498 29,064 29.8 10.4 48.7 ll.0 100.0

(19 36年 227校 130 317 72 ･746[544]293,526 30.4 17.4 42.5 9.7 100.082,637人 39,523 141,642 29,724 28.2 13.5 48.3 10.1 100.0

1937年 227校 138 337 86 788〔558〕317,720 28.8 1ウ.6 42.7 1 0.7 100.085.001人 45,543 153,307 33,809 26.8 14.3 48.3 10.6 100.0

1938年 233校 144 318 89 784〔557〕343,469 29.7 18.4 40.6 ll.4 100.0

出典 :文部省普通学務局 ｢全国公立中学校二闇スル諸調査 ｣包年度より｡実数の計の上段は

左欄の数字の合計｡ 〔 〕内は実学校数｡ この違いは一校で二科目以上実施 している

･ためである｡

(出典 :原正敏 ｢ 『勤労にかかわる体験的な学習』 の歴史的検討 ｣)

この｢園芸及工作 ｣として統計上にあらわれる学校の作業料の内実を明 らかにすることも一つの

課題である｡
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(9)

作業料が どう実践 されたのかを以下では個々の ｢学校史 ｣を通 して見ていきたい｡ ｢学校史 ｣に

は作業料に記述が及んでいるものはそう多 くはないが,山口県では,い くつかの｢学校史 ｣が,作

業料について記述しているので,これを摘記するO(削3)(山口県では他府県と比べて作業料の予算

が豊富であったことがいわれている )

山口県では｢作業料の設備に関する予算は5年間にわけて各中学校に配当され,｣(12)昭和 6年

度は柳井 ･防府 ･萩 ･大津の各中学校に園芸,宇部中学校に工作,昭和 7年度は山口 ･安下庄両中

学校に園芸,昭和9年度は徳山中学校に園芸,昭和10年度は豊浦中学校に園芸,下関中学校に工

作が置かれたようであるo(12)上級学校進学者の多い山口,下関地方は後まわしにして漸次実施 して

いったとされているo(13)

豊浦中学校では,昭和 10年度か ら作業料の授業は｢正式に実施された｣のであるが,｢それ以前

の四年間は,準備期間として機会あるたびに校友会活動の一環 として,校庭の手入れ,花井栽培 ･

読菜栽培などを行なっていた ｣(14)ようである｡さらに｢翌昭和 11年度か らは, 作業料実習地と

して,窯門に1215坪の土地 (良 )を借 りうけ,読菜 ･花井の栽培を太格的に開始したQ これと同

時に,図書館嚢に作業料倉庫が建設され,鍬 ･鋤 ･寵などの用具 も備 えられた｡昭和 11年10月に

は温室も完成 した｡作業料園芸が正課に加えられたことにともない,校友会の園芸部 (昭和 6年新

設 )も走路的な活動を開始し,正課では十分できない,実習地や温室の管理に当たった ｣(15)とさ

れている｡

岩国中学校では,作業料は昭和8年か ら実施され,｢初年度にはとりあえず一学年に毎週二時間

課し,年を追って上学年に及ぼすことになった ｣(16)ようである｡この昭和 8年度の入学生が第四

学年になる昭和 11年度か ら第一種,第二種の課程分化を行っている. 作業料の実施に当たっては

作業園の建設が急務ときれ,次のような計画が立てられている｡(17)

1. 花井園芸 約 770坪の花園を作 りて之を行 う

2. 歳菜園芸 約 450坪の菜園を設け之を行 う

3. 校庭の手入 校庭の整理整頓をなきしむるのみな らず進んで美化せんとす

そして,昭和8年の秋までには｢作業園は寄宿舎裏の空地を開墾し,･･････鶏舎 ･堆肥舎 ･農具董

･作業室が完成 した ｣ (18)ようである｡

防府中学校では,昭和 6年度は第一学年に一時間,園芸のみを課し,作業料を実施 したが,昭和

7年度か らは｢実施体制を整備 して,改正中学校令施行規則に定めるとお り推進した ｣(19)とされ

ている.慕-種課程に課せ られた実業の実施内容 も作業料の園芸履習の延長の上に農業科を設け,

昭和6年度生が四年級に進級する昭和 9年度か ら実施 している｡作業料 と実業科の教授要目は表 2

のようになっている｡
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史 営 号 種- - 坐 温 温室 董) ー

〇 〇 〇 〇 〇 歳 養 花 果 簡 藁 樹 農 校 発 読 花 第
農 課 幾 土 持 薬 蜂 弁 樹 単 作 木 具 庭 青 菜 井 四
産 標 外 事 顔 用 特 特 栽 ナ 工 ノ ノ手 調 栽 栽 学
物 本 研 祝 及 作 殊 殊 屠 ル 手 修 入 査 培 培 年
ロ 賃 巴
工 作 料 栽 培 培 工 個 個 作

檀 ( ( 人 人 莱

統 温 温 担 坦 料負
計 室 妾 当 当
図
案 温 温 莱

ノヽ ー

C) ○○pCC○C 〇 〇 〇 〇 歳 花 果 簡 ~樹 農 佼 発 読 花 第
農 農 農 造 造 育 農 課 農 土 特 粟 井 簡 単 木 具 庭 育 薬 井 五
史 業 業 林 園 種 産 擦 外 事 壊 用 特 特 栽 ナ ノ ノ手 調 栽 栽 ′学
学 政 経 物 本 研 視 及 作 殊 殊 培 ル 手 防 人 査 培 培 年

営 口 ノ､巴
要J 工 作 料 栽 培 培 . 工 個 個 作

疏 . 温 温 担 担 料負
計 室 蔓 当 当

. 図
案 温 ●温 莱

床 床 料料

(出典 『山口県立防府高等学校百年史Jp261)
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作業料 と実業科の授業では各学級約 10-15の班 (各班 3-5名 )に分け,実習地 も班別に区分

され,班単位の活動が行われている｡また,当番制度が設け られ,短 日の放課後 30分～1時間残 り,

当日の作業の残務やその他適当な作業に従事 させている｡さらに｢園芸の性格上,教授要目に定め

た時数のみで題材を消化 しきれない関係上,昼食後の休憩時間や放課後等に,教員 と共に,あるい

は各自が随時に作業する課外 自由作業が頃臥 されたO｣(a)) さらに,飼育動物の給臥 校地や実習

田の整備や除草,鉢物の濯水等のため,休暇中 といえども交代 して作業に従事 させている｡雨天時

の授業は簡単なわ ら細工 ･木工 ･農具の手入れ,実習に必要な講義,作業に関係のある実社会の現

状等に関する講義を行なったとされている｡また,｢実業科であるため近隣の産業施設などを実地

見学することもあった｣(21)とも書かれている｡昭和 8年度の作業料実業科施設 (表 3),各年度

別履習者数 (表 4),一種生の見学実習一覧 (表 5)が示 されている｡また,この学校史には作業

料の成績評価のことも記 されてお り,｢出席状況 (殊に休暇中の出席を重視 )と実習の勤惰 (殊に

作業当番などに留意 して査定 )などいわゆる勤怠を60点に評価 し, 作業 日誌の観察研究事項 と担

当作業区割での作物栽培や課題の技術点を各 20点に換算して評定 した ｣(22)A:うである.

表 3 昭和 8年度末現在の作業料実業科施設

区 摘要 間 口 × 奥 行 秤 (nf)面 積 反 畝 歩 (m2)分名称 位 置

施設 作 業 教 室 5間×5間 25坪 (82.5)〟

農 具 事 4 ×4 16 (52.8)

収 納 室 5 ×4 20 (66.0)

園 芸 用 具 竜 2 ×3 6 (19.8)

温 室 2.5 ×4 10 (33.0)

堆 肥 場 4 ×2 8 (24.4)

鶏 舎 1.25×1 1.25(4.125)
同 _運 動 場 3 (9.9)

実普也 第 一 農 園 院内 519-1.519-3 1反 0畝 20歩 (1056.0)m2

第 ± 農 .園 二ノ上 岡村504-1 1 4 3 (1305.9)

花 .栽培場 (花壇 ) 校 地 内 (講堂西側 ) 7 7 (716.1)

第 - 苗 圃 〟 1 10 (132.0)

第 二 苗 圃 〟 1 10 (132.0)

[警′_I..漂話 芸悪賢 実施につい-]

備考 昭和12年門衛所跡建物 7.5坪

を作業料教員詰所 として移築｡

(出典 F山口県立防府高等学校百年史｡ p263)
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表4 各年度別履習者数

区分年度 作〈拳固 実(業農

､-士±~

~Z三層及 履業
習工 管

人lF 人科
貝 良)

昭 6 150 -

7 299 -

8 432 -

9 523 48

10 596 87

ll 602 77

12 621 67

13 608 69

表5 -種生の年度別見学実習一覧

昭 11.2.8 商業学校 全

2.22 農民道場 5年有志

ll.ll.5 農民道場 .敷山城牡 4 年

ll.6 裁判所 5 年

12.6.17 中開専売局 5 年

9.29 枝原幸太郎氏宅接種式参列 全

12.26 農民道場 .敷山城祉 4 年

〟 農事試験場 .山口裁判所 5 年

13. I.24 鐘淵紡績 . 全

13,ll,18 福島人絹 .水産試験場 全

(出典 『山口県立防府高等学校百年史｡ p263)
〔同窓会誌日詰抄〕

この防府小学校は,園芸のみを課 したが,｢雨天時の幾時間かに課 した木工をもって ｣文部省の

続言1では｢園芸及工作 ｣に分頬 されていることにも華 意を要す ると思われるo

萩中学校では,作業科は昭和 6年度か ら実施

されたとたけ書かれてお り,表 6だけが掲載さ

れているが,この表か ら,学咋 ごとに園芸と工

作とが配分 され,年間を通 して,工作か園芸の

どちらか一万 だけを層修するや り方をとってい

f:ようである｡

県弓Ll山Lj中学校は,｢上級学校進学者が多い｣

ことか ら｢第一種 (実業 )の課程を欠いてもよ

いとされT=(山LIJ県立中学校規則第 3条 )｣

( r山口県11二山口高等学校百年史』p413)0

この山｢J中学校では.昭和 7年度か ら作業料が

設置され,園芸の授業が行なわれたようである｡

この学校でも｢作業料実習地の必要が生 じ｣(Z3)

表 6 外国藷 ,実業 ,作業料履修表

料年度目外国語 実 業 作 業 料支那詩 農 業 園 芸 十 作

昭下目6年 - - 1 年全 員 -

10年 - 4,5年 1.2.5.年 3,4任令 全

11年 4,5年 4,5年 1,2年 3.4.5.年
1撞 4三 1種 生 全 員 全 員

12年 仝 上 仝 上 仝 上 仝 上

13年 仝 上 仝 上 仝 上 仝 上

14任 仝 上 全 上 仝 上 乍 上

15年 仝 上 仝 上 仝 上 仝 上

16年 仝 上 仝 上 仝 上 仝 上

(出典 『山口県花萩高等学校 百年史. p｡250)
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昭和 8年 4月に寄宿舎北寮一棟を解体 してその跡に作業園を設けたようであるO

以上にみてきたように,学校によってかな り異なるものの,最初は校庭の手入れや栽培などか ら

行ない,次第に.農園 (実習地 )を確保 して,｢太格的な ｣取 り組みになっていった1うである｡

園芸の道具やそれを収納する農具室.さらに温室や鶏舎までも備える学校 も出てきているQ この1

うな変化が,作業料 (園芸 )を設置していた学校では起こっていたC

また,防府中学校のように,慕-鍾課程での｢農業科 ｣と関連させて作業料 (この学校では園芸

中心 )が行なわれ,第-一種課程の生徒にとっては.作業料は｢農業科 ｣の基礎 として毒要な意味を

もったのではないか と考えられる｡

-31年改革以前の中学校のカリキュラムは,中学校卒業後す ぐに｢実業二就ヰタル者 ｣をかかえ

ていたにもかかわ らず,上級学校進学者のための内容になっていたが,'31年改革によって,中学

校には｢実業二就ヰタル者 ｣にふさわ しいカリキュラムが入ってきたのであった｡このような意味

での｢教育内容の実際化 ｣が中学校教育の大衆化につながっていったと考えられる｡

山口県でも山口中学校だけが第一種課程を設けなかったが,都市部の,とくに東京府の中学校で

は,ほと/l/どの学校では第一鍾課程は設けられなかった｡ こういう学校では,作業料 も作業料教師

も冷遇きれたOそうい うところでの作業料 とは何であったのか とい うことについては今後の課題 と

したい ｡

また.1938任6月9日に文部省か ら｢集団的勤労作業運動実施二関スル件 ｣が出され, 作業料

もこれによって大きく変化 していく｡(注14)｢学校史｣には, これによって作業料の時間数が増加

しT二という記述がいくつか見 られるが, この ｢集団的勤労作業｣の もとで.中学校がどうなってい

ったのか,作業料がどうなっていったのかを解明することが今後の課題 としたい0

〔引用注 )

(1) 『明治以降教育制度発達史』第 7巻 p253

(2) ｢中学教育調査委員会報菖要旨 ｣ F文部時報』 291号 (So3.10.21)p33

(31 宇野三郎 ｢工業教育に関する私見 ｣ FT_政E,1927年 10月p16

(4) 同上 p18

(5)額｡徳治 ｢中等農業教育調査会 ｣ 『農業教育｡ 1928年5月p35

(6)漬口徳治 ｢中等農業教育調査会 (-.)JF農業教育｡ 1928年6月p24

(7) 『工政』 1928年 11月｢高等小学校に於ける工業教育に関する意見交換会 ｣(昭和 3年 10月

4日)における宇野~二_郎の発言部分 (p58)

(8) 倉林源四郎 ｢作業料実施の状況 ｣ 『作業料講座｡第3巻 pl0
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(9) 矢野敏雄 ｢中学校の作業料｣ 『産業技術教育講座第 1巻』 p276

80)同上 p276

nl) 原正敏 ｢ 『勤労にかかわる体験的学習｡の歴史的検討 ｣ 『日本産業教育学会研究紀要｡第8号

1977年 9月p5

凋 『豊浦高等学校沿革史』 p364

83) 山口県立萩高等学校 『山口県立萩高等学校百年史』昭和 48年 p250

84) 山口県立豊浦高等学校 『豊浦高等学校沿革史』 p364

個 同上 p364

86) 山口県立岩国高等学校 『岩国高等学校九十周年史｡ p207

87) 同上 p207

88)同上 p207

ng) 山口県立防府高等学校 『山口県立防府高等学校 百年史』 p260

鋤 同上 p262

釦 同上 p262

物 同上 p262-p263

幽 山口県立山口高等学校 『山口県立山口高等学校百年史』 p413

〔補 注 〕

(注 1) 1931年の中学校令施行規則による改正学科課程表を表 7に示 しておく (課程の分化は

第三学年以上においても行なうことができるとされているが, ここで示 したのは,圧倒的多数の

学校が採用 した第四学年より分化の場合の学科課程表である )o

(注 2) ｢修身教育の如 きものも,どの学科を扱ふにしても,常に道徳教育が含蓄 して居っても

老いことであり,又含蓄せねはな らぬことであります｡学校教育全体が所謂道徳とならなければ

ならぬことであります｡それにも拘 らず修身科を特設 してあると云ふことは,道徳教育に秩序あ

り,系統ある道徳観念を作って行 く上か ら見て大いに必要であるのでありますD作業料を特設し

たのも足 と全く同様であ ります ｣(阿部ヒ五三吉 『作業料原論』第二章 )

(注3) 矢野は次のように述べている｢中等普通教育に作業料が設置されたのは, 『働 くことの

教育』 を社会が要求 したとして,つぎのように説明している｡ 『人口は増加するし,生活問題は

深刻に迫って来るし,'失業問題 もあり,学校教育を受けた者は就職難に苦 しめられて｡いる｡も

し彼 らが 『鋤くことを苦にしなければ就職難はない』 しかし彼 らの多 くは, 『働かないで良いこ

とがあるならばと云 う所を狙って居るが故に就職難が起る｡ とのべている｡ これが当時の政府と

官制教育界に流れる支配的な意見だったといえよう｡ しか も文部省は, 『学住の思想問題を解決
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するには就職難 と入学難を解決 してやることが急務だと考えている』一方, F働 くことを苦にし

ない』人間をつ くると同時に, 『働 くことを教える』教育が必要だとい うことをとりあげて,中

等教育における作業料設置の理由と,それが社会の要求であることを強調する｡｣(矢野敏雄 ｢中

学校の作業料｣ F産業技術教育講座第-巻』p274)(ここで矢野が中等普通教育 という吉葉を

用いているのは不適切な表現である )

表7 改正学科課程蓑 (第四学年より分化の場合 )

Alコ計 目 科 課 増 目 科 本 基 学料目学年

増 音 図 実 理 数 外 国課写 譜 基 体 作 音 図 理 数 外 地 歴 国公 修衣料 語

雪 国 及 自 業 国 民

ベ轟 漠数 楽 画業 科 学 語 文 総 漢時数操 科 楽 画科 学 語 理 史 文 科 身

第学
6 〇 五 二 一一 二三 五 三 七 一 年

第学

- 第毒
二 五 一一 一三 五 六 三 六 一 年

⊥ I--三一 二二 慕 第

五 - I tll l l I五二 二 五 四 四 五三 鍾 四学
5 ○ 慕

⊥ l一一 一 二 四一一 lt l t ll 鍾 年
二二二 二 五七 三 〇 五一 四 三 四 二一

慕 第

上玉 t--云土主 夫品高妄主 鍾 五学

昌 ○r一一 一 二 四 一- lI l I J t 慕
⊥ 年

(出典 『近代 日太教育百年史第5巻』p188-p189)
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(注 4) 阿部彰 『文政審議会の研究』 p218

(注 5) ｢中学教育調査委員会報告要旨 ｣ 『文部時報』291号 p32

(注 6) このときの要点は以下のような ものであった

一･､中学校を卒業 し,上級の学校には行かず,そのま ､何等かの実業に就 くものは相 当に多い,

むしろ上級学校に進む ものは之に比 して甚だ少いo然るに中学校が未来の精神か ら離れて,全

然上級学校の予備校 と化 しているのは遺憾であるo之を救 うのは当然であるが･併 し上級学校

入学の競争に負けぬ とい うことも,今 日の実際 よりすれば相当に毒祝せ ざるを得ない｡之を如

何に して両立せ しむべ きか ゞの問題 となるであろう.

二､中学校の中に上級学校に進むもの と,然 らざるものとの二のコースを設け,事情に応 じて何

れかを選択せ しむるの も一方案であろうo又二コースに分つにも,初年級 よりす ると,高学年

の三ヶ年或は二ヶ年のみを二コースに分つのには,各長短がある｡何れにもあれ,若 し二コ_

スに分つ ときは,上級学校に入るだけの知能及び資力がない もの も,上級学校へ進み得る,即

ちアカデ､ミックなコースを選ぶこととな りはせぬか｡両か してプラクチカルなコースは振はず

名あってその実な く,遂に失敗に終 るの虞があ りはせぬかD

三､前記の如き事が確実に予想さるゝか らは,コースを分けず,全部に実際化の為めの教育をす

るが注いではないかO而 して其の中心学科 として,或種の実業科を課するとすれば ,低学年よ

り上級まで通 じて課するか,或は低学年のみに於てするか,或は上級のみに於てす るか,実際

化の成績を挙げる為めと,数科 目及び教授時数配当の関係か ら.研究せねばな らぬO

四､実業科を全部の生徒に課 し,更に上級学校入学に従来の如 く筆頭試験等を行ふとせば,実業

科 も之に加へ,殊に高等学校入学ほっいては,単に数科 目にとゞめず,各種の学科 目に就て試

験 を行へは,従来の中学校に於ける,上級学校07入学試験 iり来る弊を除 くことが出来1うし

又試験制度の改正実施によって,此の問題は解決 し得るであ らう｡

左.美嚢科は事情に応 じて,農工商の内の-乃至三を学校内に設け,生徒は何れか一夜必ず修U)

ることゝするか,若 しか ゝる場合には設備を要することの少い商業科を課するものが必要以上

に多 くな り.農工の如きは之を課設するものが必要程度よ りも遥かに少 くな りはせぬか,極端

に云へば商業中学が大多数を占めはせぬか,或は-学校内に農工商等の課設 さる 場ゝ合には,

農は最 も不振 となるであ らう｡

人､中学校教育の実際化或は実業化を実施する為には,学校の空気 を根本的に改善せねばならU3,

とはいふは易 くして行ふは非常に困難であらう..又実際化する為には.各種教科の内容に改善

を加へ,又之を取扱 う教師の態度が改め られねはな らぬ｡

L､実際化の中心学科 として,農業商業等を課するもの とし,各種実業その ものに関する知識技

能を授 くることに重心を置 くか.即 ち職業の準備 として課するか,或は産業陶冶勤労精神等に
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重 きを置 き,普通教育,一般陶冶,国民常識或は公民教育の一要素と見るか,その立場を明に

してか ゝらねはな らぬ｡

八､実際化のための中心学科 として,実業科を設けて之を必修せ しめ,而 して｢実業 ｣は農工商

等に区別せず,実業の全般1り,地方に適切なる事項を選択按配 して其の内容 となす こと,即

ち農業を主 とす る場合に於て も,地方の実際的必要に考へ,工業商業等に関する事項を も加へ

るがよいではないか｡

九､実業を課するの趣旨は,実業に関する知識技能を重んずるよりは,人類の生活につ きて十分

なる理解を与へ,職業乃至産業を尊重 し,労務に親 しみ之を楽 しむ精神を養ふ こと,即 ち智育

よりは徳育を主眼とするを適当と認むべ きであらうO

十､実際化の精神を徹底せしむる一方法 として,全生徒に作業を課 し,作業の内容は農業工作及

び日常生活に必要なる仕事等 となし,規程時間外にも必要に応 じて課す る様にしてはどうか｡

十一､中学校教育を実際化せんとするには,全学校の空気を改善 し,理想的穿開気の中に於てす

るは勿論,実業科其他を担任す る教員の養成に就て も適当なる施設をせねばな らず,又目的を

達する為には各種の設備を必要 とし,又相当多 くの時間を実業の為めに配当せねはな らぬ,か

くする時は今 日の実業学校 との差が,実際上何処にあるか,寧ろ実業学校にしてしまってはど

うか,或は上記の如 き学校が出来るな らば農学校を廃 して も事実上敢て不都合な しとも考へ ら

れるではないか,併 し中学校に於て一般陶冶を主眼とし,その一要素 としての実業科であ り,

農学校では農を業 とする人の為めの知識技能の修得及び徳育の為に農業 を課 し,商工業学校に

於て も亦同様である｡

十二､中等普通教育の一要素 として実業を課するか らには,五ヶ年を通 じて必修せ しめるのが当

然である,而 して低学年に於ては農工商を区分せず単に実業 として課 し,一般実業に関する理

解 と趣味を養ひ,之によって一には選択の能力を養ひ,高学年に於ては農工商に分 ち而 して其

の農に於て も単に農事のみにとゞまらず必要に応 じて商工等に関する事項を其の内容に加へて

はどうか｡

(注7) この部分は南口徳治 ｢中等農業教育調査会 (二)｣(『農業教育』 1928年6月p24-

p28)を筆者がまとめ直 したものである｡なお,特別委員会は 1928年5月4日,7日,11日,

25日,6月5日に開かれたようである.

(注8) 農業教育研究会の方は,先に述べたiうな中学教育改善に関する意見を発表 しているが

工政会の方は出さなか ったようである｡その事情については,以下の引用か ら推察できる｡

(｢高等小学校に於ける工業教育に関する意見交換会 ｣での発言 ( 『工政』1928年11月))

｢o倉橋藤治郎君---中学校の実業科に関 してもう一度建議をしますか.

o宇 野 三 郎君 した方が.i:いでせ う｡

- 1 19-



o秋保安治君 工政会が工業の学科目の内容に触れた問題に就て･斯の如 き内容で課して

くれろといふことは,工業家の全体の与論だといふので,どんどん持 って行 くのはiい

けれども学校の制度に就て建議を出すといふ ことは,工政会のような団休の性質がちょっ

と重 きをなすか どうか疑問だと思いますO-臥 二種を認めれば,又一種には斯の如き

内容の ものを教へて くれと具体案を建議することはよいが---(中略 )又工政会として

議する所は･苛 も中学校の教科の中に工業に関する何物かが這入るに就ては,斯の如き

ものを教-なければな らぬといふことを主張するのであって,それを一種にするか,二

種にするか･一木にするかといふことを論ずるのは･工政会の仕事としてはどうかと思

うOさういふことに関 して工政会の建議が重 きをなさぬと却って将来損ですか ら,さう

いふ内容に就ては愈々案が決って･文部省で内容の準備に掛る頃にやる方がよいと思ひ

ます｡｣

秋保安治は･文部省督学官で,文部省の指導にJ:り建議は出さないことになったiうである｡

なお,最初の倉橋の発言にある｢もう一度 ｣とは.昭和 3年 9月24日に工政会が行なった

｢師範学校学科課程実業に工業を加へる建議 ｣をさすと思われる｡

(注9) F東京朝 日新聞』 1928年3月31日か ら引用 した｡3月30日に開かれた中学教育調査委

員会では商工会議所および農会か ら中学教育改善意見として,次の六点が報告されたと書かれて

いる｡ ( 『東京朝 日新聞El同日付 )

1. 中学教育を地方的にするため当局に自由裁量の余地を与-ること

1. 中学校は上級学校の予備校の如 き現状に鑑み実際教育を注入すること

1. 人格のたうやを主 とし公民教育を盛にすること

1. 必須課目の時間を増加すること

1. 夜間中学を認定 し私立中学の助成を計ること

1. 体育教育に重 きを置 くこと

(注10) 後に,文部省督学官森岡常蔵はこの理由について次のように説明している｡ (｢千葉県

中等教育研究会主催 作業料教育研究会の概況 ｣ 『農業教育』 388号 昭和 8年 12月)

｢初め中等教育調査委員会は作業料 とせず実科 とし,園芸手工其の他の作業を課し勤労の精神を

養 うべ く期図したのであります.然るに文部省に於て実科なる言葉は硬味な意味を有する｡例へ

は実科 とは教へ られた事柄其の倭の材料を取 り入れず,頭を錬る数学の如き形式学科に対する地

確歴史等の如 き内容を憶へなければな らぬ実質的学科を意味する場合もあり,又法令上に見る実

科高等女学校 といふ如 く,人文料に対立した実科の意味を有する場合等,時と場合とにより誤解

を招 く虞れありとして作業料 としたのであります｡｣

(注11) 谷口琢男｢中等学校における公民科導入問題 と中等教育観- 文政審議会における中学
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校公民科特設案の検討- ｣『茨城大学教育学部紀要第26号｡ , 阿部彰 『文政審議会の研究｡

参照,一方,実業科の方は,教科 としては新設されたが,それ以前 (1911年)から,科目(随意

科目であったが )としては存在していた｡だが,文政審議会でも実業科不要論も出されていた｡

(阿部彰 『文政審議会の研究』参照 )

(注12) 以上に作業料の設置をめぐる経過をみてきたのであるが,その際,本研究ノートでは実

業教育界の中学校教育に対する要求を中心にとりあげた｡ (工業教育関係者 と農業教育研究会と

では中学校教育の改善に対する要求の内容に違いがみられるが, この検討については今後の課題

としたい )ちらろん,作業料が登場してくる一つの要因であるが, これまでの先行研究ではとり

あげられていなかったので,本研究ノートで詳しく紹介したのである｡他にも中学校校長会議は

1907年に｢作業実務科 ｣を設置することを決議しているし,(このときにも要目まで作成 して提

起しているOその全文は雑誌 『作業教育』昭和 10年10月号 p7-p8に掲載されている)また,

1927年の中学校長会議でも,学科課程について,｢1.上級学校へ入学セントスルモノノ為二他

ノ多数ノ生徒ガ犠牲 トナルカ如キ現状ヲ根太的こ改ムルコ ト 2.知識偏重ノ弊ヲ矯メ品性ノ陶冶

公民ノ訓練二最モ重キヲ置クへキコト 3.教科目及教材ノ選択こ就テハ画一主義ヲ打破シ之ヲ地

方化実際化スルコ ト 4.(省略 )｣とし,｢教科目及ビ毎週教授時数表 ｣では,｢実科 ｣(第一

学年か ら第三学年まで1時間.第4.5学年は2時間 )を提起している｡

一方,昭和5年 9月23日に開かれた全国町村長会では,教育制度の改正に関して決議したもの

の中に｢三,中学校,女学校を実用化し作業を正科に入れ外国語を随意科 とすること･･--｣が見

られる｡ ( 『農業教育』昭和5年9月 p88)

(注13) 山口県の学校の｢学校史 ｣で今回入手できたものは以下にあげる五校の｢学校史 ｣であ

る｡

『山口県立萩高等学校百年史』 『豊浦高等学校沿革史』 F岩国高等学校九十周年史』 F山口県立

防府高等学校百年史』 『山口県立山口高等学校百年史』

なお,山口県では作業料の予算が豊富であったようであるO例えば F農業教育EBに書かれた

｢作業料教育管見 ｣(太滞清一 )には次のような記述がある｡｢我が山口県は,比較的よい設備

を,県か らしていただいて,私どもとしては感謝して居るとともに,よく参観に来 られた方か ら

羨ましが られる｣(F農業教育』昭和8年 3月号 p35)

(注14) 神辺靖光は,｢昭和 13年か ら文部省が主唱した集団的勤労作業運動は,教育刷新を名 と

しているが,学徒を労働力に組織する政策以外のなにものでもない ｣と述べている｡その根拠と

されているのが ｢実施要項中の作業の種目と,作業種目別実施調査 ｣で,｢(これを )みれば,

これが増産の労働力,就中,食糧増産の労働力確保のためのものであったことは明らかである｣
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としている｡昭和 19年,20年の勤労動員の時はともか くとして,昭和 13年の段階でこのiうに

いえるのかどうかは検討を要するところである｡

(神辺靖光 ｢わが国における近代教育課程の形式 (その4)- 作業料 と集団勤労作業 → ｣

『私学教育研究所紀要』 1971年 )

く作業料の実践に関す る資料 目録 〉

作業料の実践に関する資料を掲載している雑誌とその資料の題目について紹介 してお く｡

昭和8年 1月に東京高等師範学校において同校作業料研究会の主催で,作業料研究会が開催され,

この会において全国の実践状況が報告 されているが, この記録が,雑誌 『教育農芸｡ (教育農芸連

盟編 地人書館発行 )の昭和8年4月臨時増刊号に掲載されている｡ (この雑誌は,昭和7年4月

か ら発行されたO)

また,昭和 8年 11月には,中等教育会の主催で作業料協議会が者渓会館で開催され,全国から作

業料担当者が参加した. この記録が 『中等教育』75号に掲載されているO この会に出席 した人が

中心となって,中等学校作業教育協会を設立し,昭和 10年の4月から月刊雑誌 『作業教育』が発行

された｡ この雑誌は,一年間発行された後,昭和11年4月か らは,『教育農芸』 と合併し, 『教育

農芸と作業』 となった｡さらに,昭和 13年6月からは 『教育農芸』 と改名された｡ 『作業教育』 に

も作業料の実践が掲載されているが,一年間で発刊停止に至 り,その後の 『教育農芸と作業｡には.

作業料の実践がほとんど掲載されていないことも,当時の作業料教育の一端が うかがえる.

雑誌ではないが,国民教育会か ら昭和 10年に 『作業料講座』が発行され,6巻で完結 したが,そ

の付録として 『作業毎顔究｡が第 1号か ら第6号まで発行されているO この 『作業料研究｡にも作

業料の実践が掲載されている｡

手工教育研究会が発行 している 『手工研究』にも昭和 6年以隆,各府県の作業料協議会の状況や

少数ではあるが,作業料の実践についても掲載している.､さらに,文部省内全国実業教育会の発行

した 『産業と教育』にも,福岡県八幡中学校 (昭和9年 1月号 )と兵庫県赤穂中学校 (昭和9年7

月旨)の実践の詳細な報告がぬ載されている.

作業料の実践が長期にわたっそ発行された蘭係で多く掲載されているのは,農業教育研究会発行

の 『農業教育｡ であるO この雑誌には,属芸を主とするが,工作に関する実践 も掲載されているO

さらに,図画教育頃励会の発行 している雑森 『美背｡ (大正 14年7月発行 )にも,昭和6年以降,

作業料に関する記事が掲載されている｡作業料の免許は,教員養成機関では,昭和9年度の東京高

等師範学校図両手工専修科の卒業生か ら与えられたが/ この卒業生に作業料の工作を担当した人が

多かった｡
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この人たらの中に,作業料工作を,美術教育の立場から｢構成教育 ｣として実践した人がいたが,

その実践なども紹介されている.この図画教育喝励会は,作業料工作の動向について注目しつつ,

F美育』 において,作業料問題を何度かとりあげているo

雑誌に掲載された作業料に関する実践の題目を以下に示す｡ (( )内は掲載年月 )

『農業教育』

(丑 ｢明石中学校に於ける農業及作業教育 ｣西村正男 (昭和 6年 5月 )

(勤 ｢赤穂中学校に於ける作業料の実際 (-)(二)｣宮太陸治 (昭和 7年 3月,4月 )

③ ｢我中学校の作業教育 ｣馬庭健吉 (石川県立大聖寺中学校 )(昭和 7･年 3月 )

④ ｢中学校の作業教育について ｣有川虞志 (長野県上田中学校 )(昭和 7年3月 )

(9 ｢高等女学校に於ける作業料の実際 ト)(二)｣高田長紀 (高知県立第二高等女学校 )

(昭和7年4月,5月 )

⑥ ｢太校労作教育の中心をなす作業料の実際 ｣宮田喜俊 (高知県立安芸高等女学校 )

(昭和8年 2月 )

(む ｢中学校教育と作業教育 ｣山内佐太郎 (兵庫県立明石中学校長 )(昭和8年 3月)

(参 ｢太校作業料について｣木村寛蔵 (新潟県糸魚川中学校長 )(昭和8年3月 )

⑨ ｢太校作業教育の実際に就いて ｣中山音弥 (千葉県立成東中学校長 )北爪真一

(昭和8年 3月 )

⑲ ｢作業料教育管見 ｣本滞清一 (山口県立柳井中学校長 )(昭和 8年 3月 )

⑪ ｢本校に於ける実業科 (農業 )実施情況 ｣森 磨美 (朝鮮光州公立中学校長 )

(昭和8年 3月 )

⑲ ｢舞鶴中学校に於ける農業科及作業料 ｣山田孝一郎 (昭和8年 3月 )

⑲ ｢中学校に於ける作業教育実施上の諸問題について ｣宮本陸治 (兵庫県立赤穂中学校 )

(昭和8年 3月 )

⑭ ｢四傑畷中学校に於ける作業料の実際と卑見 (-)(二)｣市川輿- (大阪府立四傑瞭中学校 )

(昭和8年 3月,4月 )

⑮ ｢中学校作業料に関する意見とその実施方帯 (-)(二)(三)｣都丸仁作 (兵庫県立小野中学校 )

(昭和8年 3月,4月,7月 )

⑲ ｢宮城県立白石中学校作業料の実際 ｣宮城県立白石中学校 (昭和8年 3月 )

⑪ ｢作業教授法についての吾人の反省 ｣有川席志 (長野県上田中学校 )(昭和8年 3月 )

⑱ ｢本校の実施 しつつある作業料｣斉藤計次 (山形県立鶴岡中学校 )(昭和8年 3月 )

⑩ ｢作業料の二年生 ｣鈴木覚書 (千葉県立木更津中学校 )(昭和8年 3月 )
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㊨ ｢課外に於ける作業教育の実際 ｣宮本陸治 (兵庫県立赤穂中学校 )(昭和8年 3月 )

@ ｢千葉県中等教育研究会主催 作業料教育研究会の概況 ｣北爪真〟 (昭和 8年 12月 )

@ ｢中学校に於ける作業教育の本領 ｣山内佐太郎 (兵庫県立明石中学校長 )(昭和9年 2月)

⑳ ｢作業教育と流汗作業 ｣林穫二郎 (兵庫県立赤穂中学校 )(昭和 9年 2月 )

⑳ ｢本校作業料実業科の概況 (-)(二)｣新潟県立小千谷中学校 (昭和9年 2月,3月 )

⑳ ｢我校に於ける作業実施状況 ｣石川県立羽咋中学校 (昭和9年 2月 )

㊨ ｢我校に於ける作業教育実施概説 (-)(二)｣京都府立福知山中学校 (昭和9年 2月,4月)

歯 ｢本校作業の施設経営概況 (-)(二)｣中山音弼 (千葉県立成東中学校長 )

(昭和9年 2月,4月 )

㊨ ｢本校作業料の指導方針 と実施情況 (-)(二)｣鈴木栄吉 (千葉県立木更津中学校 )

(昭和 9年 2月,3月 )

⑳ ｢本校に於ける作業料の実際 ｣木原元三 (埼玉県立松山中学校長 )(昭和9年 2月 )

⑳ ｢作業教育先進校を視察して (-)(二)｣白鳥貞一 (茨城県立水海道中学校 )

(昭和9年 2月,3月 )

㊨ ｢茨城県中等学校作業料研究会概況 ｣熊谷輿市 (茨城県立龍ヶ崎中学校 )(昭和9年 2月)

㊨ ｢本校作業料の実際 (-)(二)｣石)川島立七島高等女学校 (昭和 9年 3月,4月 )

㊨ ｢生活指導に立脚 したる本校作業教育の研究と実際 (-)(二)｣岐阜県岐阜高等女学校

(昭和9年 3月,4月 )

㊨ ｢本校生徒作業の実際 ｣和歌山県立新宮高等女学校 (昭和9年 3月 )

㊨ ｢作業料の本質 ｣吉EEl禰三(鹿児島県立川辺中学校長 )(昭和 10年 3月 )

㊨ ｢本校作業料の実情 ｣金子道啓 (埼玉県立本庄中学校長 )(昭和 10年 3月 )

㊨ ｢中学校に於ける作業教育 ｣山内佐太郎 (兵庫県立明石申学校長 )(昭和 10年 3月 )

㊨ ｢我が校の現状作業の実態 ｣有賀教義 (徳島県立海部申学校長 )(昭和 10年 3月 )

㊨ ｢本校に於ける作業,実業教育施設 ｣福岡県三瀬中学校 (昭和 10年 3月 )

㊨ ｢農業科作業料実施概況 ｣大分県立大野中学校 (昭和 10年 3月 )

⑪ ｢本校の作業料の実際 ｣井形知義 ･川平吉助 (福岡県浮羽中学校 )(昭和 10年 3月 )

㊨ ｢我校に於ける園芸作業料の概況 ｣栃木県立烏山中学校 (昭和 10年 3月 )

⑲ ｢作業教育と作業料教育 ｣林裡二郎 (兵庫県立赤穂中学校 )(昭和 10年 3月 )

㊥ ｢実業 ･作業料だより｣新潟県立小千谷中学校 (昭和 10年 3月 )

㊨ ｢本校作業料の経営 (｣ (二)｣玉置 隆 (長野県岩村田中学校 )(昭和 10年 3月,4月 )

㊨ ｢我が校に於ける農業科教育 ｣本俸清一 (山口県立柳井中学校長 )(昭和 10年 3月 )

㊨ ｢作業教育の真精神 と本校作業教育に就て｣森本盛徳 (大阪府立四僕暖中学校 )
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(昭和 10年 4月 )

㊨ ｢本校作業教育の実際 ｣東京府立高等家政女学校 (昭和 10年 4月 )

㊨ ｢本校作業料の実際 ｣石川 政 (埼玉県立小川高等女学校 )(昭和 10年 11月 )

㊨ ｢作業料教授要綱及施設要項 ｣保江正義 (福岡県三瀦中学校 )(昭和 11年 2月)

㊨ ｢研究を要する中学校実業科につきて (-)｣都丸仁作 (兵庫県立小野中学校 )

(昭和 11年 2月 )

㊨ ｢本校の労作教育 ｣兵庫県立赤碕中学校 (昭和 11年 4月)

㊨ ｢本校教育の基調たる勤労作業 ｣村田平三郎 (高知県立安芸高等女学校長 )

(昭和 11年 8月)

㊨ ｢我が校に於ける作業教育の実際 (-)(二)｣山口正夫 (広島県立府中中学校 )

(昭和 11年 11月,12月 )

⑮ ｢本校作業料の概要 ｣宮城県古Jl伸 学校 (昭和 11年 11月 )

⑳ ｢作業料指導の-態度 ｣顔見淳一 (兵庫県立赤穂中学校 )(昭和 12年 7月 )

㊥ ｢作業料経営の方針 ｣茨城県立境中学校 (昭和 12年 9月 )

『教育農芸』 (･教育農芸連盟編 )

(ら ｢長井中学校に於ける作業料実施状況 (-)(二)(三)｣長沼源吾 昭和9年 3月,5月,6月

② ｢我が校の作業教育に就いて ｣保江正義 昭和 9年 8月

(卦 ｢作業料 (園芸 )教授の実際 ｣宮岡 力 昭和 12年 7月

(彰 ｢中学校園芸作業教授案 ｣石川好蔵 昭和 12年 9月

㊨ ｢作業料教授の実際 ｣静岡県立豆陽中学校 昭和 12年 12月

⑥ ｢作業料経営の要素に就いて ｣池原秀雄 昭和 13年 1月

(む ｢作業教育の実際 ｣太田 博 昭細14年 10月

F作業教育』 (作業教育協会緬 )

① ｢我校作業の概要 ｣富田馨吾 (成瑛高等学校 ) 昭和 10年 5月号

(勤 ｢桃山中学校の作業教育の実際 ｣松井清人 (京都府立桃山中学校 ) 昭和 10年 7月号

③ ｢精神教育を重祝せる本校作業料 (工作 )教育 ｣都丸仁作 (兵庫県立小野中学校 )

昭和 10年 10月号

④ ｢成東中学校作業教育の実際 ｣長野 亘 (千葉県立成東中学校 ) 昭和 10年 11月号

(9 ｢愛知県一宮中学校作業料教材配当表 ｣ 昭和 10年 11月号

⑥ ｢埼玉県江本庄中学校の作業教育概蓉｣ 本庄中学校 昭和 10年 12月号

一一12 5 -



(む ｢勤労教育の本質と本校作業料実業科の実際 ｣木庭源三 (熊本県立人吉中学校長 )

昭和 11年 1月号

⑧ ｢本校作業教育の概要 (-)(二)｣飯田 静 (埼玉県立忍高等女学校校長 )

昭和 11年 2月号,3月号

⑨ ｢本校作業教育の実際 ｣静岡県立浜松第二中学校 昭和 11年 2月号

『作業料研究』 ( 『作業料講座』付録 )

① ｢本校作業教育の概況 ト)(二)｣埼玉県立粕壁高等女学校 第 1号

② ｢本校作業料の現状 (-う(二)(≡)｣埼玉県立本庄中学校 第 1号,第2号,第3号

③ ｢桃山中学校作業教育の実際 ｣松井清人 (京都府立桃山中学校 )第2号

(動 ｢本校作業料の概況 ｣長野県岩村田中学校 第3号

⑤ ｢我が校作業料の概要 ｣静岡県立浜松章二中学校 第 3号

⑥ ｢本校作業教育の概要 ｣紺井禰三郎 (新潟県立小千谷中学校長 )第4号

⑦ ｢作業実業科施設に就いて (づ (二)｣保江正義 (福岡県三瀬中学校 ) 第4号,第5号

㊨ ｢本校作業教育の現状 (i (二)｣埼玉県立忍高等女学校 第 4号,第5号

⑨ ｢作業料実施の状況 (｣ (二つ｣武川等輔 (兵庫県立赤穂中学校長 )第 5号,葦6号

⑩ ｢孜校に於ける作業実施概況 (-)｣限 大三 (福岡県浮羽中学校 ) 第6号

⑪ ｢本校に於ける作業料の実際 ｣田中好乏一(埼玉県立松山中学校 ) 第 6号

『手工研究』 (手工教育研究会 )

① ｢作業及農業科施設要領 ｣兵庫県立明石中学校 第 101号 (昭和4年 9月 )

② ｢明石中学校に於ける実業作業料に就て｣西村正男 第 126号 (昭和6年 1月 )

③ ｢工作科実施について ｣山下 厳 第 138号 (昭和7年 1月 )

④ ｢岩田村中学校作業料実施の概要 ｣柳沢正直 (長野県岩田村中学校 ) 第 149号

(昭和7年 12月 )

⑤ ｢女学校作業料施設についての私見と我校の農園 ｣須貝敬二 (大阪市立高等女学校長 )

第 149号.(昭和7年 12月 )

⑥ ｢京都府に於ける.作業料 ｣石川泰男 第 149号 (昭和7年 12月 )

⑦ ｢中学校の作業料の視察について (-う(二)｣阿部七五三吉 第 154号 (昭和8年 5月 )

第 155号 (昭和8年 6月 )

⑧ ｢作業料設備の実際 ｣園田三次 (福岡県豊津中学校 ) 第 155号 (昭和8年 6月 )

⑨ ｢工作科並工業科設備の旨趣及び計画｣横山忠義 (北海道廃立釧路中学校 )第 158号
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(昭和8年 9月 )

⑩ ｢工作指導上の諸問題 ｣兵庫県立赤穂中学校 第 186号 (昭和 11年 1月)

⑪ ｢我が校の作業設備概要 ｣北海道廃立旭川中学校 第 186号 (昭和 11年 1月 )

⑩ ｢本校作業教育の一般 ｣静岡県立見付中学校 第 186号 (昭和 11年 1月 )

⑲ ｢本校に於ける作業教育の概要 ｣滋賀県立長浜高等女学校 第 186号 (昭和 11年 1月 )

⑭ ｢作業料施設要項 ｣福岡県三瀬中学校 第 190号 (昭和 11年 5月 )

⑯ ｢作業教育 ｣浅野孝之 (成渓学園 ) 第 】93号 (昭和 11年8月 )

⑯ ｢第一東京市立中学校作業料工作実施概況 (-)(二)｣早川義貫 第 198号 (昭和 12年 1月)

第 199号 (昭和 12年2月 )

⑰ ｢我が中学校に於ける作業料 ｣重田平二 第224号 (昭和 14年3月 )

『産業と教育』 (全国実業教育会 )

① ｢本校作業教育の実際 ｣福岡県八幡中学校 昭和9年 1月号

(勤 ｢我校に於ける作業教育の実際 ｣武川輔寺(兵庫県立赤穂申学校長 )昭和9年7月号

(勤 ｢本校の作業教育に就て｣浅野孝之 (成挨学園 ) 昭和 9年9月号

『美育EA (図画教育奨励会 )

(丑 ｢広島高師に於ける全国作業料研究大会- 工作科教員総動員- ｣乗本書一

昭和 10年 1月号

(勤 ｢作業料教師の態度- 積極的に伝統を打破せよ- ｣平松久一 昭和 10年 3月号

③ ｢横須賀中学校の作業料を観る｣石野 隆 昭和 10年4月号

④ ｢作業料工作の実施難 - 四箇年休験の実際問題 - ｣赤池 悟 昭和 10年 5月号

⑤ ｢作業料の体験を語る｣宮本幸恵 (東京府立第五中学校 ) 昭和 12年 4月号

㊨ ｢東京府作業教育座談会 ｣長谷川規矩進 (東京本郷中学校 ) 昭和 12年7月号
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